	

	

	
	

	HSD フォーラム　会則
2005年3月2日承認

2005年11月10日改正

2006年9月21日改正

2007年4月1日改正

2008年1月1日改正
2009年1月1日改正
	


　　＊本会則は日本語版を正本とする。

1. 名称
本会の正式名称はHSD　ＦＯＲＵＭとする。

略称はHSDF、和名はHSDフォーラムとする。
2. 目的
本会はホログラフィシステム（ＨＳ：Holography System）に関連する企業、学術組織及びユーザによる任意団体であり、以下を目的とする。

(1) 消費者やユーザの便宜を最優先としたＨＳの実現を目指すこと。
(2) ＨＳ研究開発を促進するため、研究開発ツールなどによるプラットホーム確立や情報交換などを行うこと。

(3) ＨＳ製品について標準を確立すること。

(4) ＨＳ製品やサービスの互換性を確保するため、テスト方法の構築と実施を行うこと。

(5) ＨＳおよび本会活動の普及を促進するため、広報活動を行うこと。

本会は、Holographic Versatile Disc規格化を主要な目的に、HVD Allianceとして2004年に創設された。現在はHolographic Versatile Discに限らず、ホログラフィシステム全般に関して、研究開発、規格化および普及をはかることを目的とした団体である。

3. 会員

本会会員は、本会の目的に沿った活動を実施・協力する。ただし、本会会員は、他の規格を排除して本会で推進する規格のみを支持することを求められるものではない。

(1) 本会は正会員(Regular Member)、賛助会員(Supporting Member)及び諮問会員(Advisory Member)よりなる。

(2) 正会員は、本会活動に賛同する企業、組織及びユーザを対象とし、幹事会（Steering Committee）の入会承認を必要とする。

(3) 賛助会員は、本会活動に有用なドライブメーカまたは学術組織を対象とし、幹事会の入会承認を必要とする。

(4) 諮問会員は、本会活動に有用な外部組織を対象とし、幹事会の入会承認を必要とする。

(5) 賛助会員と諮問会員は議決権を持たず、活動内容によって参加が一部に限定される。その制限は別途定める。

(6) 会員が直接または間接に総議決権の過半数を有する子会社は、正会員となっても議決権を持たない。

(7) 会員は３０日以上前に事務局へ書面にて通知することにより、いつでも退会することができる。但し、会費に関しては払い戻ししない。

(8) 会費請求書受領後９０日以内に会費を納入しない場合、当該会員の会員資格は、当該会計年度の初日もしくは当該年度の入会承認時に遡って終了するものとする。

(9) 本会則の規定に重大な違反をし、幹事会の書面による通告後３０日以内に是正されない場合、会員資格は該通告時に遡って終了するものとする。

4. 会費

本会の会費は、正会員９万円、賛助会員５万円とする。諮問会員は無料とする。

各年度の７月１日以降に入会する会員は、初年度の年会費は半額に減額されるものとする。

5. 組織

組織は、総会（General Meeting）、幹事会（Steering Committee）、評議会（Advisory Board）、会計監査役、事務局（Secretariat）と、第十二条規定の各分科会よりなる。

6. 役員

(1) 本会の役員と定員は、幹事会員3組織以内（幹事長1組織、副幹事長２組織以内）、各分科会チェア各３組織以内、評議会員５組織以内、会計監査役１組織とする。

(2) 幹事会員と会計監査役は、正会員の立候補により、総会出席正会員の過半数の承認をもって決定する。

(3) 幹事長は、幹事会員の立候補により、幹事会員の過半数の承認をもって決定する。

(4) 評議会員は、会員の中から幹事会員の推薦により、幹事会員の過半数の承認をもって決定する。

(5) 各分科会チェアは、立候補した正会員の中から各分科会の推薦を受け、幹事会の承認をもって決定する。

(6) それぞれの役員選出において、定員を超える立候補がある場合、各機関の投票により投票数の多い会員の上位が選出される。同率得票の場合は定員数を超えることができる。

(7) 各役員の任期は1月1日から１年とし、再任を妨げない。年度途中で選出された場合には、その年度末までを任期とする。
7. 総会

(1) 総会は幹事会によって招集される。召集の通知は開催日の遅くとも３０日前までに会員宛に書面（含．電子メール）にて行われるものとする。総会開催日の３０日前時点で資格を有する正会員のみが、議決権を有する。

(2) 総会において、年会費、年度会計報告、幹事会員の承認が、総会参加正会員の過半数の議決によってなされる。なお、参加は代理人または書面によるものでも認められる。参加者が総員の５０％以上である場合に、議決は有効となる。

(3) 総会において、幹事会は、過去一年間の各分科会活動の概要、次年度の活動計画を報告するものとする。

(4) 幹事会は、少なくとも１会計年度に１度、総会を開催する。

8. 幹事会

(1) 幹事会員によって構成される。

(2) 幹事会は、本会の組織、方針及び運営に関する全ての決定を行う権限を有する。

(3) 幹事会の決定は、出席幹事の過半数の幹事の賛成によって行われる。

(4) 幹事長は、幹事会を主催する。

9. 評議会

(1) 評議会員によって構成される。

(2) 各年度、本会に対してその基本方針や運営指針等を、幹事会に提案する。
10. 会計監査役

各年度毎に、会計監査を行う。
11. 事務局

(1) 事務局は、幹事会によって設置される。

(2) 会議の準備、議事録等の作成保管、会計、入退会手続き、名簿管理、ホームページ管理、その他事務全般を行う。

12. 分科会

(1) ＰＣ（Promotion Committee）は、第二条（２）および（５）の目的として、下記の活動を行う。

· 研究開発ツールなどプラットホームの標準化、提供・入手の援助。

· 技術セミナー開催などによる情報交換。

· VHM、APIMなど外部技術組織との連携による情報交換。

· その他システム、材料、メディア、部品、評価機、応用などの研究開発促進活動。

· 本会の広報活動を行う。

(2) WG（Working Group）は、第二条（３）の目的に関する下記の活動を行う。

· 製品規格案の作成。

· Ecma、ISOなどの標準開発機関などとの連携による、標準化の推進。

(3) ＶＰＣ（Verification Policy Committee）は、第二条（４）の目的に関する下記の活動を行う。

· 標準の互換性を確保するための、テスト方法標準化およびその実施。

13. 会議の開催

(1) 各会議の開催は、各会議の役員によって召集される。召集の通知は開催日の少なくとも１４日前までに会員に書面にて行われるものとする。

(2) 会議内容については、各役員が記録に残し、事務局が保管する。

14. 協力団体

(1) 本会は、本会目的の活動を促進するため、他団体と連携したり、加入したりすることができる。連携及び加入は、幹事会の承認によって行う。

(2) 協力団体の活動には正会員が参画できる。但し、幹事会と協力団体の承認があれば、この限りではない。

. 
15. 秘密保持

(1) 活動全般にわたり、原則として情報は秘密事項としては扱わない。ただし、紳士協定の下で、秘密情報以外の活動内容の会員外への公開は、節度をもって行うべきものとする。

(2) 本会目的に有用な情報に関して、各会員は秘密情報として本会活動に提供することができる。
秘密情報の受領を拒む会員は、秘密情報の受取をその都度拒否することができる。
秘密報全ての受領を拒む会員は、事前に書面にてその旨を届け出ることにより、本条（４）項の規定の適用を受けないものとする。

(3) 秘密情報の提示を希望する会員は、事前に受取るかどうかを他の会員が判断できるように概要を示し、他の会員がその受領を同意してから提示するものとする。同意の確認を怠った場合には、秘密情報として扱われないものとする。

(4) （２）項に記載の秘密情報は、以下の秘密情報保持規定をもって扱われる。

1. 各受領会員は、秘密情報をその提供会員の事前の書面による承諾なしに第三者に開示・漏洩しない。但し、以下の情報はこの限りではない。

(i) 受領時あるいは知得時に既に公知であった情報、及び受領後あるいは知得後、各受領会員の責によらず公知となった情報。

(ii) 受領時又は知得時に各受領会員が既に有していた情報。

(iii) 提供会員からの受領又は知得の前後を問わず、正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負わず、各受領会員が適法に入手した情報。

(iv) 提供会員より開示を受けた情報に依存することなく各受領会員が独自に開発又は取得した情報。

2. 各受領会員は、秘密情報を本件業務の遂行上、必要最小限の受領会員の役員・従業員・構成員のみに開示できるものとし、また、これらの役員、従業員、構成員が秘密情報を他の役員、従業員、構成員及び会員外に開示・漏洩することのないよう万全の措置をとる。

3. 本会目的業務の遂行上、秘密情報を第三者に開示する必要がある場合、各受領会員は事前に提供会員の書面による承諾を得るものとする。但し、その場合、当該第三者に対し本秘密情報規定におけると同様の義務を負わせ、また、その遵守に関し一切の責任を各受領会員が負うものとする。

4. 各受領会員は、秘密情報を本会目的業務遂行のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用しない。

5. 提供会員より要請があった場合及び本会目的業務が終了した場合には、各受領会員は、直ちに秘密情報に該当する、写し、複製品、概要、引用等の資料を提供会員に返却または適切に廃却処分する。

6. 本秘密情報保持規定の有効期間は、秘密情報受領日より３年間とする。

7. 本秘密情報保持規定は、本会退会後も有効とする。

16. 会計

(1) 会計年度は、幹事会が別途定めない限り、毎年１月１日から１２月３１日とする。

(2) 事務局は、収益、営業活動、取引および財務状況を示す、正確で完全な帳簿をつけるものとする。

(3) 会計監査役は、外部の会計監査を受け、その結果を幹事会に報告する。

(4) 本会は、会員の年会費によって運営されるものとするが、特定の活動のために特に費用を要する場合には、当該活動のために臨時会費を支払うことに合意した会員から臨時会費を徴収するものとする。

17. 法令順守
本会は、独占禁止法を含む適用法令を厳密に遵守し、その全ての活動を行う。
18. 修正
幹事会の２／３以上の賛成により、本会則の修正、廃止、が行われることがある。

19. 免責
本会則は、会員間において、いかなる法人を作ることを目的としたものではない。いかなる会員も、他の会員の事前の書面による承諾無しに、他の会員に代わって契約を締結したり義務を負うことはない。いかなる会員も、他の会員および本会の行った不正な行動により債務、損失あるいは損害をこうむることはないものとする。各メンバーは、不正な行動を補償することから生じる債務、損失あるいは損害につき、他のメンバー及び本会に対し、補償することに同意するものとする。

20. 公用語
本会の公用語は日本語とする。ただし、必要に応じて英語を用いることができる。
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